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令和８年度 奥州市 
 

保育施設等利用のしおり 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

申し込みの前に、必ずこのしおりをよく読み、内容を確認したうえで必要書類をご提出ください 

担当窓口（市内全域） 本庁 保育こども園課              ℡：0197-34-1634 

 

令和７年 10月 27日 配布開始 

分からない事があったら、 

担当窓口に相談するビン！ 

おうしゅうたろう 
１号用 
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１．教育・保育給付認定と利用できる保育施設等について 
 

 保育施設等を利用するためには、教育・保育給付認定を受ける必要があり、次のとおり認定区分

に応じて利用できる保育施設等が決まります。なお、新規で保育施設等の利用を希望する場合は、

教育・保育給付認定申請の手続きと、保育施設等への入所申し込みの手続きを同時に行います。 
 

認定区分 対象年齢 保育を必要とする事由 利用できる保育施設等 

１号 

認定 
教育標準時間 

満３歳 

以上 

不要 
幼稚園 

認定こども園（幼稚園分） 

２号 

認定 保育短時間 

または 

保育標準時間 

必要 

保育所 

認定こども園（保育所分） 

３号 

認定 

満３歳 

未満 

保育所 

認定こども園（保育所分） 

地域型保育事業 

 

【利用できる保育施設等まとめ】 

種類 対象 内容や特徴 

保育所 ０歳児～５歳児 
就労などのために家庭で保育できない保護者

に代わって保育する施設 

認定こども園（幼稚園分） 満
．
３歳
．．

～５歳児 幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、地

域の子育て支援も行う施設 認定こども園（保育所分） ０歳児～５歳児 

地域型保育事業 

０歳児～２歳児 

保育所（原則20人以上）より少人数の単位で

０歳児～２歳児の子どもを保育する事業 

 事業所内保育事業  
会社に併設した施設などで従業員の子ども

と地域の子どもを一緒に保育する 

 小規模保育事業  
（定員６～19人）家庭的保育に近い雰囲気

のもと、きめ細かな保育を行う 

 家庭的保育事業  
（定員１～５人）一人ひとりにきめ細やか

な保育を行う 

幼稚園 満３歳
．．．

～５歳児 
小学校以降の教育の基礎をつくるため、遊び

を中心とした幼児期の教育を行う施設 

 

【令和８年度（2026年度）年齢別クラス早見表】 

クラス 生年月日 

０歳児     令和７年４月２日生まれ ～ 

１歳児     令和６年４月２日生まれ ～ 令和７年４月１日生まれ 

２歳児     令和５年４月２日生まれ ～ 令和６年４月１日生まれ 

３歳児     令和４年４月２日生まれ ～ 令和５年４月１日生まれ 

４歳児     令和３年４月２日生まれ ～ 令和４年４月１日生まれ 

５歳児     令和２年４月２日生まれ ～ 令和３年４月１日生まれ 
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２．幼稚園、認定こども園（幼稚園分）の利用について 
 

 １号認定を受けて幼稚園、認定こども園（幼稚園分）を利用する場合の内容は以下のとおりです。

２、３号認定を受けて保育施設等を利用する（保育を受ける）場合とは大きく異なりますのでご注

意ください。 
 

項目 内容 

利用施設 幼稚園、認定こども園（幼稚園分）（※１） 

利用年齢 満３歳
．．．

 ～ ５歳児（施設によっては３歳児～５歳児） 

利用時間 早くても 朝８時半ごろ ～ 遅くても 夕方16時ごろ まで（施設により異なる） 

保育を必要 

とする事由 
不要 

申し込み先 希望する施設へ直接（※２） 

申し込み 

受付開始 
令和７年11月17日 

申し込み 

締め切り 

令和８年４月１日   入園の場合 令和７年12月26日（金）（※３） 

令和８年４月２日 以降入園の場合 入園開始希望日の１週間前 

入園可否 施設で決定し、施設から連絡（※４） 

利用料 無料（８ページ記載の「奥州市保育料等および副食費徴収確認表」参照） 

給食費 

（副食費） 
実費（８ページ記載の「奥州市保育料等および副食費徴収確認表」参照） 

 

（※１）幼稚園、認定こども園（幼稚園分）を利用している場合は、教育標準時間を超えて保育を

行う「一時預かり（幼稚園型）」の利用（併用）が可能です。利用料等は施設によって異な

りますので、詳しくは希望する施設へ直接お問い合わせください。 

（※２）子ども・子育て支援給付費等教育・保育給付認定申請書（兼 保育所等入所（利用調整）申込書）

をご提出ください。 

（※３）この日を過ぎても、定員に達するまで随時受付はしますが、可能な限り、締め切りまでに

お申し込みください。 

（※４）入園が決定した場合、市からは、教育・保育給付認定決定通知書を送付します。 
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おうしゅうたろう 


